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刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
新
旧
対
照
条
文
（
抄
） 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

○ 

刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 

（
留
置
業
務
管
理
者
等
） 

第
十
六
条 

１
・
２
（
略
） 

３ 

被
留
置
者
に
係
る
留
置
業
務
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し
た
留
置
担
当
官
は
、

そ
の
被
留
置
者
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
に
従
事
し
て
は
な
ら
ず
、
被
留
置
者
に

係
る
犯
罪
の
捜
査
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し
た
警
察
官
は
、
そ
の
被
留
置
者

に
係
る
留
置
業
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

（
海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者
等
） 

第
二
十
六
条 

１
・
２
（
略
） 

３ 

海
上
保
安
被
留
置
者
に
係
る
留
置
業
務
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し
た
海
上

保
安
留
置
担
当
官
は
、
そ
の
海
上
保
安
被
留
置
者
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
に
従

事
し
て
は
な
ら
ず
、
海
上
保
安
被
留
置
者
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
に
従
事
し
、

又
は
従
事
し
た
海
上
保
安
官
又
は
海
上
保
安
官
補
は
、
そ
の
海
上
保
安
被
留

置
者
に
係
る
留
置
業
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
未
決
拘
禁
者
の
処
遇
の
原
則
） 

第
三
十
一
条 

未
決
拘
禁
者
の
処
遇
に
当
た
っ
て
は
、
無
罪
の
推
定
を
受
け
る

と
い
う
未
決
の
者
と
し
て
の
地
位
を
考
慮
し
、
そ
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
処

遇
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
防
御
権
の
尊
重
に
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

  

（
女
子
の
被
収
容
者
等
の
処
遇
の
原
則
） 

第
三
十
二
条
の
二 

女
子
の
被
収
容
者
、
被
留
置
者
及
び
海
上
保
安
被
留
置
者

の
処
遇
（
医
療
上
の
措
置
そ
の
他
の
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
活
用
し
て
行

う
も
の
を
除
く
。
）
は
、
女
子
の
刑
務
官
、
留
置
担
当
官
又
は
海
上
保
安
留
置

担
当
官
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
留
置
業
務
管
理
者
等
） 

第
十
六
条 

１
・
２
（
略
） 

３ 

留
置
担
当
官
は
、
そ
の
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
い
る
被
留
置
者
に
係
る

犯
罪
の
捜
査
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。 

    

（
海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者
等
） 

第
二
十
六
条 

１
・
２
（
略
） 

３ 

海
上
保
安
留
置
担
当
官
は
、
そ
の
海
上
保
安
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
い

る
海
上
保
安
被
留
置
者
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。 

    

（
未
決
拘
禁
者
の
処
遇
の
原
則
） 

第
三
十
一
条 

未
決
拘
禁
者
の
処
遇
に
当
た
っ
て
は
、
未
決
の
者
と
し
て
の
地

位
を
考
慮
し
、
そ
の
逃
走
及
び
罪
証
の
隠
滅
の
防
止
並
び
に
そ
の
防
御
権
の

尊
重
に
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

（
新
設
） 

    



  

二 

（
識
別
の
た
め
の
身
体
検
査
） 

第
三
十
四
条 

（
略
） 

２ 
女
子
の
被
収
容
者
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
行
う
場
合
に

は
、
女
子
の
刑
務
官
が
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    

（
起
居
動
作
の
時
間
帯
等
） 

第
三
十
八
条 

刑
事
施
設
の
長
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次

に
掲
げ
る
時
間
帯
を
定
め
、
こ
れ
を
被
収
容
者
に
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一 

食
事
、
就
寝
そ
の
他
の
起
居
動
作
を
す
べ
き
時
間
帯 

二 

受
刑
者
（
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
八
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
矯
正

処
遇
等
の
時
間
帯
及
び
余
暇
に
充
て
ら
れ
る
べ
き
時
間
帯 

２ 

刑
事
施
設
の
長
又
は
刑
務
官
は
、
食
事
、
就
寝
そ
の
他
の
起
居
動
作
が
前

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
時
間
帯
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
刑
事
施
設
の
長
又
は
刑
務
官
は
、
犯
罪
の

捜
査
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
取
調
べ
の
中
断
等
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
居
室
へ
の
出
入
り
の
時
刻
の
記
録
等
） 

第
三
十
八
条
の
二 

刑
事
施
設
の
長
は
、
未
決
拘
禁
者
等
（
未
決
拘
禁
者
及
び

被
告
人
又
は
被
疑
者
で
あ
る
被
収
容
者
（
未
決
拘
禁
者
と
し
て
の
地
位
を
有

す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
居
室
を
出
た
と

き
又
は
居
室
に
入
っ
た
と
き
は
、
そ
の
時
刻
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事

項
を
記
録
し
、
法
務
省
令
で
定
め
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

刑
事
施
設
の
長
は
、
未
決
拘
禁
者
等
又
は
弁
護
人
若
し
く
は
刑
事
訴
訟
法

第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
弁

護
人
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
前
項
の
記
録
の
開
示
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ

れ
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
識
別
の
た
め
の
身
体
検
査
） 

第
三
十
四
条 

（
略
） 

２ 

女
子
の
被
収
容
者
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
行
う
場
合
に

は
、
女
子
の
刑
務
官
が
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
女
子

の
刑
務
官
が
そ
の
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
男
子
の
刑
務

官
が
刑
事
施
設
の
長
の
指
名
す
る
女
子
の
職
員
を
指
揮
し
て
、
こ
れ
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
起
居
動
作
の
時
間
帯
等
） 

第
三
十
八
条 

刑
事
施
設
の
長
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次

に
掲
げ
る
時
間
帯
を
定
め
、
こ
れ
を
被
収
容
者
に
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

食
事
、
就
寝
そ
の
他
の
起
居
動
作
を
す
べ
き
時
間
帯 

二 

受
刑
者
（
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
八
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
矯
正

処
遇
等
の
時
間
帯
及
び
余
暇
に
充
て
ら
れ
る
べ
き
時
間
帯 

（
新
設
） 

      

（
新
設
） 

          



 

三 

（
身
体
の
検
査
等
） 

 
第
七
十
五
条 

１
・
２ 

（
略
） 

３ 
刑
務
官
は
、
刑
事
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

場
合
に
は
、
刑
事
施
設
内
に
お
い
て
、
被
収
容
者
以
外
の
者
（
弁
護
人
等
を

除
く
。
） 
の
着
衣
及
び
携
帯
品
を
検
査
し
、
並
び
に
そ
の
者
の
携
帯
品
を
取

り
上
げ
て
一
時
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

（
略
） 

   

（
面
会
の
一
時
停
止
及
び
終
了
） 

第
百
十
七
条 

第
百
十
三
条
（
第
一
項
第
二
号
ホ
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
未
決

拘
禁
者
の
面
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
該

当
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
場
合
（
弁
護
人
等
と
の
面
会
の
場

合
を
除
く
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
ニ
中
「
受
刑
者
の
矯
正
処
遇
の
適
切
な
実

施
に
支
障
」
と
あ
る
の
は
「
罪
証
の
隠
滅
の
結
果
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。 

 

第
百
十
九
条 

第
百
十
一
条
、
第
百
十
三
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
六
条
及

び
前
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
未
決
拘
禁
者
と
し
て
の
地
位

を
有
す
る
受
刑
者
の
面
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

百
十
一
条
第
一
項
中
「
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
場
合
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
と
き
は
」

と
あ
る
の
は
「
と
き
は
、
刑
事
訴
訟
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
許
さ
れ
な

い
場
合
を
除
き
」
と
、
第
百
十
三
条
第
一
項
中
「
該
当
す
る
場
合
」
と
あ
る

の
は
「
該
当
す
る
場
合
（
弁
護
人
等
と
の
面
会
の
場
合
を
除
く
。
）
」
と
、
同

項
第
二
号
ニ
中
「
生
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
生
じ
、
又
は
罪
証
の
隠
滅
の
結

果
を
生
ず
る
」
と
、
第
百
十
四
条
第
一
項
中
「
面
会
に
」
と
あ
る
の
は
「
面

会
（
弁
護
人
等
と
の
面
会
を
除
く
。
）
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

第
百
二
十
三
条 

第
百
十
三
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
及
び
第
百
二
十

一
条
の
規
定
は
、
未
決
拘
禁
者
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
死
刑
確
定
者
の
面

（
身
体
の
検
査
等
） 

 

第
七
十
五
条 

１
・
２ 

（
略
） 

３ 

刑
務
官
は
、
刑
事
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

場
合
に
は
、
刑
事
施
設
内
に
お
い
て
、
被
収
容
者
以
外
の
者
（
弁
護
人
又
は

刑
事
訴
訟
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者

（
以
下
「
弁
護
人
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
） 

の
着
衣
及
び
携
帯
品
を
検

査
し
、
並
び
に
そ
の
者
の
携
帯
品
を
取
り
上
げ
て
一
時
保
管
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

４ 

（
略
） 

 

（
面
会
の
一
時
停
止
及
び
終
了
） 

第
百
十
七
条 

第
百
十
三
条
（
第
一
項
第
二
号
ホ
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
未
決

拘
禁
者
の
面
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
各

号
の
い
ず
れ
か
」
と
あ
る
の
は
「
各
号
の
い
ず
れ
か
（
弁
護
人
等
と
の
面
会

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
ロ
に
限
る
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
ニ
中
「
受

刑
者
の
矯
正
処
遇
の
適
切
な
実
施
に
支
障
」
と
あ
る
の
は
「
罪
証
の
隠
滅
の

結
果
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
百
十
九
条 

第
百
十
一
条
、
第
百
十
三
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
六
条
及

び
前
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
未
決
拘
禁
者
と
し
て
の
地
位

を
有
す
る
受
刑
者
の
面
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

百
十
一
条
第
一
項
中
「
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
場
合
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
と
き
は
」

と
あ
る
の
は
「
と
き
は
、
刑
事
訴
訟
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
許
さ
れ
な

い
場
合
を
除
き
」
と
、
第
百
十
三
条
第
一
項
中
「
各
号
の
い
ず
れ
か
」
と
あ

る
の
は
「
各
号
の
い
ず
れ
か
（
弁
護
人
等
と
の
面
会
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

第
一
号
ロ
に
限
る
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
ニ
中
「
生
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
生

じ
、
又
は
罪
証
の
隠
滅
の
結
果
を
生
ず
る
」
と
、
第
百
十
四
条
第
一
項
中
「
面

会
に
」
と
あ
る
の
は
「
面
会
（
弁
護
人
等
と
の
面
会
を
除
く
。
）
に
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
百
二
十
三
条 
第
百
十
三
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
及
び
第
百
二
十

一
条
の
規
定
は
、
未
決
拘
禁
者
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
死
刑
確
定
者
の
面



  

四 

会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
十
三
条
第
一
項
中
「
該

当
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
場
合
（
弁
護
人
等
と
の
面
会
の
場

合
を
除
く
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
ニ
中
「
受
刑
者
の
矯
正
処
遇
の
適
切
な
実

施
に
支
障
」
と
あ
る
の
は
「
罪
証
の
隠
滅
の
結
果
」
と
、
第
百
二
十
条
第
一

項
中
「
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
許
さ
れ
な
い
場
合
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
と

き
は
、
刑
事
訴
訟
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
場
合
を
除
き
」

と
、
第
百
二
十
一
条
中
「
面
会
に
」
と
あ
る
の
は
「
面
会
（
弁
護
人
等
と
の

面
会
を
除
く
。
）
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
信
書
の
検
査
） 

第
百
三
十
五
条 

（
略
） 

２ 

次
に
掲
げ
る
信
書
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
検
査
は
、
こ
れ
ら
の
信
書
に
該

当
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
信
書
に
つ
い
て
、
刑
事
施
設
の
規
律
及
び

秩
序
を
害
す
る
結
果
又
は
罪
証
の
隠
滅
の
結
果
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
る
べ
き
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

未
決
拘
禁
者
が
弁
護
人
等
と
の
間
で
発
受
す
る
信
書 

二
・
三 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

（
識
別
の
た
め
の
身
体
検
査
） 

第
百
八
十
一
条 

（
略
） 

２ 

女
子
の
被
留
置
者
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
行
う
場
合
に

は
、
女
子
の
留
置
担
当
官
が
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    
 

（
処
遇
の
態
様
） 

第
百
八
十
二
条 

被
留
置
者
の
処
遇
（
運
動
、
入
浴
又
は
面
会
の
場
合
そ
の
他

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
処
遇
を
除
く
。
）
は
、
居
室
（
被
留

会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
十
三
条
第
一
項
中
「
各

号
の
い
ず
れ
か
」
と
あ
る
の
は
「
各
号
の
い
ず
れ
か
（
弁
護
人
等
と
の
面
会

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
ロ
に
限
る
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
ニ
中
「
受

刑
者
の
矯
正
処
遇
の
適
切
な
実
施
に
支
障
」
と
あ
る
の
は
「
罪
証
の
隠
滅
の

結
果
」
と
、
第
百
二
十
条
第
一
項
中
「
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
及
び
刑

事
訴
訟
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
場
合
」
と
、
同
条
第
二
項

中
「
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
と
き
は
、
刑
事
訴
訟
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
許
さ
れ
な
い
場
合
を
除
き
」
と
、
第
百
二
十
一
条
中
「
面
会
に
」
と
あ

る
の
は
「
面
会
（
弁
護
人
等
と
の
面
会
を
除
く
。
）
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
信
書
の
検
査
） 

第
百
三
十
五
条 

（
略
） 

２ 

次
に
掲
げ
る
信
書
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
検
査
は
、
こ
れ
ら
の
信
書
に
該

当
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
信
書
に
つ
い
て
、
刑
事
施
設
の
規
律
及
び

秩
序
を
害
す
る
結
果
又
は
罪
証
の
隠
滅
の
結
果
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
る
べ
き
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

未
決
拘
禁
者
が
弁
護
人
等
か
ら
受
け
る
信
書 

二
・
三 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

（
識
別
の
た
め
の
身
体
検
査
） 

第
百
八
十
一
条 

（
略
） 

２ 

女
子
の
被
留
置
者
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
行
う
場
合
に

は
、
女
子
の
留
置
担
当
官
が
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

女
子
の
留
置
担
当
官
が
そ
の
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
男

子
の
留
置
担
当
官
が
留
置
業
務
管
理
者
の
指
名
す
る
女
子
の
職
員
を
指
揮
し

て
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
処
遇
の
態
様
） 

第
百
八
十
二
条 
被
留
置
者
の
処
遇
（
運
動
、
入
浴
又
は
面
会
の
場
合
そ
の
他

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
処
遇
を
除
く
。
）
は
、
居
室
（
被
留



 

五 

置
者
が
主
と
し
て
休
息
及
び
就
寝
の
た
め
使
用
す
る
場
所
と
し
て
留
置
業
務

管
理
者
が
指
定
す
る
室
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
百
八
十
四
条
の
二
及
び

第
二
百
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
外
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め

る
場
合
を
除
き
、
昼
夜
、
居
室
に
お
い
て
行
う
。 

２
・
３ 
（
略
） 

 

（
起
居
動
作
の
時
間
帯
等
） 

第
百
八
十
四
条 

留
置
業
務
管
理
者
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

食
事
、
就
寝
そ
の
他
の
起
居
動
作
を
す
べ
き
時
間
帯
を
定
め
、
こ
れ
を
被
留

置
者
に
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

留
置
業
務
管
理
者
又
は
留
置
担
当
官
は
、
食
事
、
就
寝
そ
の
他
の
起
居
動

作
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
時
間
帯
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
留
置
業
務
管
理
者
又
は
留
置
担
当

官
は
、
犯
罪
の
捜
査
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
取
調
べ
の
中
断
等
必
要
な
措

置
を
執
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
居
室
へ
の
出
入
り
の
時
刻
の
記
録
等
） 

第
百
八
十
四
条
の
二 

留
置
業
務
管
理
者
は
、
未
決
拘
禁
者
等
（
未
決
拘
禁
者

及
び
被
告
人
又
は
被
疑
者
で
あ
る
被
留
置
者
（
未
決
拘
禁
者
と
し
て
の
地
位

を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
及
び
第
二
百
二
十
二
条
第
三
項
第

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
居
室
を
出
た
と
き
又
は
居
室
に
入
っ
た
と
き
は
、

そ
の
時
刻
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
記
録
し
、
内
閣
府
令
で
定
め

る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

留
置
業
務
管
理
者
は
、
未
決
拘
禁
者
等
又
は
弁
護
人
等
か
ら
前
項
の
記
録

の
開
示
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
弁
護
人
等
以
外
の
者
と
の
面
会
の
立
会
い
等
） 

第
二
百
十
八
条 

留
置
業
務
管
理
者
は
、
そ
の
指
名
す
る
職
員
に
、
未
決
拘
禁

者
の
面
会
（
弁
護
人
等
と
の
面
会
を
除
く
。
）
に
立
ち
会
わ
せ
、
又
は
そ
の
面

会
の
状
況
を
録
音
さ
せ
、
若
し
く
は
録
画
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

留
置
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
害
す
る
結
果
並
び
に
罪
証
の
隠
滅
の
結
果
を

生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
立
会
い
並
び
に
録
音
及

び
録
画
（
第
三
項
に
お
い
て
「
立
会
い
等
」
と
い
う
。
）
を
さ
せ
な
い
こ
と

置
者
が
主
と
し
て
休
息
及
び
就
寝
の
た
め
使
用
す
る
場
所
と
し
て
留
置
業
務

管
理
者
が
指
定
す
る
室
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
百
十
二
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
外
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
昼
夜
、

居
室
に
お
い
て
行
う
。 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
起
居
動
作
の
時
間
帯
） 

第
百
八
十
四
条 

留
置
業
務
管
理
者
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

食
事
、
就
寝
そ
の
他
の
起
居
動
作
を
す
べ
き
時
間
帯
を
定
め
、
こ
れ
を
被
留

置
者
に
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
設
） 

      

（
新
設
） 

        
（
弁
護
人
等
以
外
の
者
と
の
面
会
の
立
会
い
等
） 

第
二
百
十
八
条 

留
置
業
務
管
理
者
は
、
そ
の
指
名
す
る
職
員
に
、
未
決
拘
禁

者
の
面
会
（
弁
護
人
等
と
の
面
会
を
除
く
。
）
に
立
ち
会
わ
せ
、
又
は
そ
の
面

会
の
状
況
を
録
音
さ
せ
、
若
し
く
は
録
画
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

   



  

六 

が
で
き
る
。 

２ 
（
略
） 

３ 
留
置
業
務
管
理
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
留
置
者
の
次

に
掲
げ
る
者
と
の
面
会
に
つ
い
て
は
、
留
置
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
害
す

る
結
果
又
は
未
決
拘
禁
者
に
つ
い
て
罪
証
の
隠
滅
の
結
果
を
生
ず
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
る
べ
き
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
立
会
い
等
を
さ

せ
て
は
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

（
面
会
の
一
時
停
止
及
び
終
了
） 

第
二
百
十
九
条 

留
置
業
務
に
従
事
す
る
職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
（
弁
護
人
等
と
の
面
会
の
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
行
為

若
し
く
は
発
言
を
制
止
し
、
又
は
そ
の
面
会
を
一
時
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
面
会
の
一
時
停
止
の
た
め
、
被
留
置
者
又

は
面
会
の
相
手
方
に
対
し
面
会
の
場
所
か
ら
の
退
出
を
命
じ
、
そ
の
他
必
要

な
措
置
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
信
書
の
検
査
） 

第
二
百
二
十
二
条 

１
・
２
（
略
） 

３ 

次
に
掲
げ
る
信
書
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
検
査
は
、
こ
れ
ら
の
信
書
に

該
当
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
第
一
号
ハ
及
び
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
信
書
に
つ
い
て
、
留
置

施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
害
す
る
結
果
又
は
未
決
拘
禁
者
に
つ
い
て
罪
証
の

隠
滅
の
結
果
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
べ
き
特
別
の
事
情
が
あ
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

被
留
置
者
が
次
に
掲
げ
る
者
か
ら
受
け
る
信
書 

イ
～
ハ 

（
略
） 

 

二 

未
決
拘
禁
者
等
が
弁
護
人
等
に
対
し
て
発
す
る
信
書 

三 

未
決
拘
禁
者
以
外
の
被
留
置
者
が
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
発
す
る
信

書 イ
・
ロ 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

３ 

留
置
業
務
管
理
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
留
置
者
の
次

に
掲
げ
る
者
と
の
面
会
に
つ
い
て
は
、
留
置
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
害
す

る
結
果
又
は
未
決
拘
禁
者
に
つ
い
て
罪
証
の
隠
滅
の
結
果
を
生
ず
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
る
べ
き
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
立
会
い
並

び
に
録
音
及
び
録
画
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

（
面
会
の
一
時
停
止
及
び
終
了
） 

第
二
百
十
九
条 

留
置
業
務
に
従
事
す
る
職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
（
弁

護
人
等
と
の
面
会
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
ロ
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
行
為
若
し
く
は
発
言
を
制
止
し
、
又
は
そ
の
面
会
を
一
時

停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
面
会
の
一
時
停
止

の
た
め
、
被
留
置
者
又
は
面
会
の
相
手
方
に
対
し
面
会
の
場
所
か
ら
の
退
出

を
命
じ
、
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
信
書
の
検
査
） 

第
二
百
二
十
二
条 

１
・
２
（
略
） 

３ 

次
に
掲
げ
る
信
書
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
検
査
は
、
こ
れ
ら
の
信
書
に

該
当
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
第
一
号
ハ
及
び
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
信
書
に
つ
い
て
、
留
置

施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
害
す
る
結
果
又
は
未
決
拘
禁
者
に
つ
い
て
罪
証
の

隠
滅
の
結
果
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
べ
き
特
別
の
事
情
が
あ
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 
被
留
置
者
が
次
に
掲
げ
る
者
か
ら
受
け
る
信
書 

イ
～
ハ 

（
略
） 

（
新
設
） 

二 

未
決
拘
禁
者
以
外
の
被
留
置
者
が
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
発
す
る
信

書 イ
・
ロ 

（
略
） 



 

七 

 
（
識
別
の
た
め
の
身
体
検
査
） 

第
二
百
四
十
二
条 

（
略
） 

２ 

女
子
の
海
上
保
安
被
留
置
者
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
行
う

場
合
に
は
、
女
子
の
海
上
保
安
留
置
担
当
官
が
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

    

第
二
百
四
十
三
条 

海
上
保
安
被
留
置
者
の
処
遇
（
運
動
、
入
浴
又
は
面
会
の

場
合
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
処
遇
を
除
く
。
）

は
、
居
室
（
海
上
保
安
被
留
置
者
が
主
と
し
て
休
息
及
び
就
寝
の
た
め
使
用

す
る
場
所
と
し
て
海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者
が
指
定
す
る
室
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
、
第
二
百
四
十
四
条
の
二
及
び
第
二
百
六
十
四
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
外
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
昼
夜
、
居

室
に
お
い
て
行
う
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

第
三
節 

起
居
動
作
の
時
間
帯
等 

 

（
起
居
動
作
の
時
間
帯
等
） 

第
二
百
四
十
四
条 

海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
食
事
、
就
寝
そ
の
他
の
起
居
動
作
を
す
べ
き
時
間
帯
を

定
め
、
こ
れ
を
海
上
保
安
被
留
置
者
に
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者
又
は
海
上
保
安
留
置
担
当
官
は
、
食
事
、
就

寝
そ
の
他
の
起
居
動
作
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
時
間
帯
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
海
上
保
安
留

置
業
務
管
理
者
又
は
海
上
保
安
留
置
担
当
官
は
、
犯
罪
の
捜
査
に
従
事
す
る

者
に
対
し
、
取
調
べ
の
中
断
等
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。 

  

（
居
室
へ
の
出
入
り
の
時
刻
の
記
録
等
） 

第
二
百
四
十
四
条
の
二 

海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者
は
、
未
決
拘
禁
者
等
（
未

 

（
識
別
の
た
め
の
身
体
検
査
） 

第
二
百
四
十
二
条 

（
略
） 

２ 

女
子
の
海
上
保
安
被
留
置
者
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
行
う

場
合
に
は
、
女
子
の
海
上
保
安
留
置
担
当
官
が
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
女
子
の
海
上
保
安
留
置
担
当
官
が
そ
の
検
査
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
男
子
の
海
上
保
安
留
置
担
当
官
が
海
上
保
安
留
置

業
務
管
理
者
の
指
名
す
る
女
子
の
職
員
を
指
揮
し
て
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。 

 

第
二
百
四
十
三
条 

海
上
保
安
被
留
置
者
の
処
遇
（
運
動
、
入
浴
又
は
面
会
の

場
合
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
処
遇
を
除
く
。
）

は
、
居
室
（
海
上
保
安
被
留
置
者
が
主
と
し
て
休
息
及
び
就
寝
の
た
め
使
用

す
る
場
所
と
し
て
海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者
が
指
定
す
る
室
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
及
び
第
二
百
六
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
外
に
お
い
て
行
う
こ

と
が
適
当
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
昼
夜
、
居
室
に
お
い
て
行
う
。 

２
・
３ 

（
略
） 

  

 
 

第
三
節 

起
居
動
作
の
時
間
帯 

 

（
新
設
） 

第
二
百
四
十
四
条 

海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
食
事
、
就
寝
そ
の
他
の
起
居
動
作
を
す
べ
き
時
間
帯
を

定
め
、
こ
れ
を
海
上
保
安
被
留
置
者
に
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
設
） 

       

（
新
設
） 



  

八 

決
拘
禁
者
及
び
被
告
人
又
は
被
疑
者
で
あ
る
海
上
保
安
被
留
置
者
（
未
決
拘

禁
者
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
及
び
第
二
百

七
十
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
居
室
を
出
た
と
き
又
は
居
室
に

入
っ
た
と
き
は
、
そ
の
時
刻
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
録

し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 

海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者
は
、
未
決
拘
禁
者
等
又
は
弁
護
人
等
か
ら
前

項
の
記
録
の
開
示
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

  

（
弁
護
人
等
以
外
の
者
と
の
面
会
の
立
会
い
等
） 

第
二
百
六
十
六
条 

海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者
は
、
海
上
保
安
留
置
担
当
官

に
、
未
決
拘
禁
者
の
面
会
（
弁
護
人
等
と
の
面
会
を
除
く
。
）
に
立
ち
会
わ
せ
、

又
は
そ
の
面
会
の
状
況
を
録
音
さ
せ
、
若
し
く
は
録
画
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
海
上
保
安
留
置
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
害
す
る
結
果
並
び
に
罪

証
の
隠
滅
の
結
果
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
立

会
い
並
び
に
録
音
及
び
録
画
（
第
三
項
に
お
い
て
「
立
会
い
等
」
と
い
う
。
）

を
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
海
上

保
安
被
留
置
者
の
次
に
掲
げ
る
者
と
の
面
会
に
つ
い
て
は
、
海
上
保
安
留
置

施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
害
す
る
結
果
又
は
未
決
拘
禁
者
に
つ
い
て
罪
証
の

隠
滅
の
結
果
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
べ
き
特
別
の
事
情
が
あ
る

場
合
を
除
き
、
立
会
い
等
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

（
面
会
の
一
時
停
止
及
び
終
了
） 

第
二
百
六
十
七
条 

海
上
保
安
留
置
担
当
官
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
（
弁
護
人
等
と
の
面
会
の
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
行
為
若

し
く
は
発
言
を
制
止
し
、
又
は
そ
の
面
会
を
一
時
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
面
会
の
一
時
停
止
の
た
め
、
海
上
保
安
被
留

置
者
又
は
面
会
の
相
手
方
に
対
し
面
会
の
場
所
か
ら
の
退
出
を
命
じ
、
そ
の

他
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

          

（
弁
護
人
等
以
外
の
者
と
の
面
会
の
立
会
い
等
） 

第
二
百
六
十
六
条 

海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者
は
、
海
上
保
安
留
置
担
当
官

に
、
未
決
拘
禁
者
の
面
会
（
弁
護
人
等
と
の
面
会
を
除
く
。
）
に
立
ち
会
わ
せ
、

又
は
そ
の
面
会
の
状
況
を
録
音
さ
せ
、
若
し
く
は
録
画
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

    

２ 

（
略
） 

３ 

海
上
保
安
留
置
業
務
管
理
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
海
上

保
安
被
留
置
者
の
次
に
掲
げ
る
者
と
の
面
会
に
つ
い
て
は
、
海
上
保
安
留
置

施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
害
す
る
結
果
又
は
未
決
拘
禁
者
に
つ
い
て
罪
証
の

隠
滅
の
結
果
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
べ
き
特
別
の
事
情
が
あ
る

場
合
を
除
き
、
そ
の
立
会
い
並
び
に
録
音
及
び
録
画
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

（
面
会
の
一
時
停
止
及
び
終
了
） 

第
二
百
六
十
七
条 

海
上
保
安
留
置
担
当
官
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
（
弁

護
人
等
と
の
面
会
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
ロ
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
行
為
若
し
く
は
発
言
を
制
止
し
、
又
は
そ
の
面
会
を
一
時

停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
面
会
の
一
時
停
止

の
た
め
、
海
上
保
安
被
留
置
者
又
は
面
会
の
相
手
方
に
対
し
面
会
の
場
所
か

ら
の
退
出
を
命
じ
、
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
三 

（
略
） 



 

九 

２ 

（
略
） 

 
（
信
書
の
検
査
） 

第
二
百
七
十
条 

１
・
２ 

（
略
） 

３ 

次
に
掲
げ
る
信
書
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
検
査
は
、
こ
れ
ら
の
信
書
に

該
当
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
第
一
号
ハ
及
び
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
信
書
に
つ
い
て
、
海
上

保
安
留
置
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
害
す
る
結
果
又
は
未
決
拘
禁
者
に
つ
い

て
罪
証
の
隠
滅
の
結
果
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
べ
き
特
別
の
事

情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

海
上
保
安
被
留
置
者
が
次
に
掲
げ
る
者
か
ら
受
け
る
信
書 

イ
～
ハ 

（
略
） 

 

二 

未
決
拘
禁
者
等
が
弁
護
人
等
に
対
し
て
発
す
る
信
書 

三 

未
決
拘
禁
者
以
外
の
海
上
保
安
被
留
置
者
が
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て

発
す
る
信
書 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 

 
 

 

第
四
章
の
二 

留
置
施
設
に
代
替
収
容
さ
れ
る
者
の
数
の
漸
減 

第
二
百
九
十
一
条
の
二 

政
府
は
、
で
き
る
限
り
刑
事
施
設
の
収
容
能
力
を
増

強
し
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
る
者
の
数

を
漸
次
少
な
く
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

（
略
） 

 

（
信
書
の
検
査
） 

第
二
百
七
十
条 

１
・
２ 

（
略
） 

３ 

次
に
掲
げ
る
信
書
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
検
査
は
、
こ
れ
ら
の
信
書
に

該
当
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
第
一
号
ハ
及
び
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
信
書
に
つ
い
て
、
海
上

保
安
留
置
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
害
す
る
結
果
又
は
未
決
拘
禁
者
に
つ
い

て
罪
証
の
隠
滅
の
結
果
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
べ
き
特
別
の
事

情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

海
上
保
安
被
留
置
者
が
次
に
掲
げ
る
者
か
ら
受
け
る
信
書 

イ
～
ハ 

（
略
） 

（
新
設
） 

二 

未
決
拘
禁
者
以
外
の
海
上
保
安
被
留
置
者
が
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て

発
す
る
信
書 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 

（
新
設
） 

  

 
 

 


